
2011 年 4 月 

京葉日立物流サービス㈱をご利用の 

解体業者の皆さまへ 

一般社団法人 自動車再資源化協力機構 

 

エアバッグエアバッグエアバッグエアバッグ類指定引取場所類指定引取場所類指定引取場所類指定引取場所（（（（運搬運搬運搬運搬ネットワークネットワークネットワークネットワーク業者業者業者業者））））のののの名称名称名称名称変更変更変更変更についてについてについてについて 
 

平素はエアバッグ類回収業務にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。 

2011 年 4 月 1 日、エアバッグ類指定引取場所および運搬ネットワーク業者である「京葉日立物流

サービス㈱」が、会社合併により名称を変更いたしました。それに伴い、自動車リサイクル    

システム「エアバッグ類引渡報告」画面での入力内容が一部変更となります。ご面倒をおかけし  

誠に恐縮ではありますが、以下の点にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

１．2011 年 4 月 1 日以降に運搬業者に回収ケースを引渡す場合は、「1.11 引渡報告（エアバッグ類  

取外回収）」画面に、新しい「運搬業者名」と「収集運搬許可番号」を入力してください。 

  ※旧「運搬業者名」、旧「収集運搬許可番号」を入力済みの場合は、新しい名称/番号に      

修正した後、引渡報告を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．新しい「収集運搬許可証（発地・着地）」は、4 月 1 日以降の初回集荷時にお渡しますので、収集運搬 

許可番号を確認してください。 

「収集運搬許可証」は廃棄物処理法上、必要な書類ですので、大切に保管してください。 

3．新しい指定引取場所名称を記載した「エアバッグ回収依頼票」は別紙の通りです。 

今後はこちらを利用してください。 

4．今回の指定引取場所および運搬ネットワーク業者の名称変更について、自動車リサイクルシステムへ

の登録変届出等の提出は不要です。 

    後日、変更内容を記載した「システム登録完了通知書」を送付いたします。 

5．会社再編にともない、２～３ヶ月以内を目処に再度の社名変更が予定がされております。 

詳細が決まり次第、別途ご連絡いたします。 

以上 

問い合わせ先：自動車再資源化協力機構（TEL:03-5405-6155） 

◆4 月 1 日以降の新名称：東関東日立物流サービス株式会社 

（旧名称：京葉日立物流サービス株式会社） 

※※※※名称名称名称名称変更変更変更変更のみですのみですのみですのみです。。。。事業所事業所事業所事業所コードコードコードコード、、、、住所住所住所住所、、、、電話電話電話電話/FAX 番号番号番号番号のののの変更変更変更変更はありませんはありませんはありませんはありません 

JARP A-1110 

運搬業者名：東関東日立物流サービス株式会社と入力 
収集運搬許可番号：運搬業者から渡された新しい「収集運搬許可証」に 

記載された番号を入力 

4/1 以降、自動で新名称が表示されます 


